
公共施設の利用にあたっての注意事項

感染予防対策の 3原則である「換気の悪い密閉空間」「多数が集まる密集場

所」「間近で会話や発声する密接場所」を避けることを基本に、以下の点を注

意していただきながら、施設の利用をお願いします。

１．体調の確認。風邪（咳、微熱）等の症状がある場合は利用を控えること。

２．利用の前後には、手指の消毒または手洗いを行うこと。

また、利用の際は、マスクの着用を基本としますが、特にスポーツや運動

等については、プレー中の体調への影響や熱中症等の危険性もあることから、

各協会・団体等のガイドラインに従って対応すること。

３．こまめに室内の換気及び人と人との間隔を概ね前後 1.5ｍ、隣 1ｍ（長テ

ーブルの間隔を 30ｃｍ以上あけ、2名掛け）あけること。

また、各施設・各室ごとの利用人数の目安に留意し使用すること。

４．利用時間は、工夫しながら短縮をして利用すること。

５．マイクや用具等、複数の人が触れて使用する場合は、その都度、消毒等を

行うこと。

６．施設利用者の中から感染が発生した場合に備えるため、施設を利用される

際には、住所、氏名、連絡先を名簿に記載をすること。または、利用団体が

参加者の名簿を作成し管理すること。

７．飲食の際は、事前に手洗いを行い、大皿や箸等の共有をしないこと。

また、なるべく対面での会食を避けること。

８．調理室及び加工施設は、常時、換気扇による換気を行い、使用の前後に設

備及び調理器具等を消毒・清掃すること。

９．その他、各施設で定めている注意事項等については、施設担当者に確認す

ること。
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